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議第２９号 

 

   市有財産の無償貸付けについて 

 

 次のとおり市有財産を無償で貸し付けたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第６号の規定により議決を求める。 

 

  平成２６年３月３日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

１ 貸 付 財 産（建 物） 

位   置 構  造 床面積 （㎡） 

高山市上宝町本郷３５７２番地 

       

鉄骨造平屋建   

鉄骨造平屋建 

鉄骨造平屋建 

鉄骨造平屋建 

鉄骨造平屋建 

鉄骨造平屋建                            

   １９．４４ 

   ３８９．５２ 

   ２９３．７８ 

   ２９３．７８ 

    ８６．４０ 

   ４６３．２０ 

２ 貸付けの相手方  高山市上宝町本郷３５７２番地 

有限会社奥飛騨エコセンター 

代表取締役 和仁 松男 

３ 貸 付 理 由  施設の有効活用を図るため 

４ 貸 付 期 間  平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

 



９９ 

 

   資  料 

貸付財産位置図 

  

（高山市上宝町本郷） 

 

 

 

 

 

 

 

貸付財産  

（旧上宝奥飛騨堆肥センター） 

Ｎ 

県道 76号 

上宝支所 

本郷多目的グラウンド 

北陵中学校 本郷小学校 


